
令和６年度 名古屋市教育委員会 第 15 号議案 

令和７年度 教職員研修の基本方針及び重点事項 

「ナゴヤ子ども応援大綱」、「ナゴヤ学びのコンパス」及び「名

古屋市教育振興基本計画（コンパスぷらん）」の理念並びに「名

古屋市教員育成指標」を踏まえ、令和７年度教職員研修の基本

方針及び重点事項を定めた。 

【令和７年度 教職員研修の基本方針】 

｢子ども中心の学び｣を実現するため、子どもの学びと 

ともに教職員自身の学びを転換し、一人一人が主体的に 

学び続けることができるよう、教員育成指標に位置づけ 

た資質・能力を基にした研修を充実・整備する。 

＜教職員の専門性を高めるために＞ 

教員育成指標を活用した自己分析を基に、自己の課題 

 に応じた学びを進めることができる研修の充実を図る。 

＜教職員の協働性を高めるために＞ 

学校園組織の一員としての役割や対応について学びを 

 進めることができる研修の充実を図る。 

（令和６年 11 月５日提出 教育センター） 



令和7年度 研修の重点事項 

１  指導力や授業力の向上を図る研修 

個別最適な学びや協働的な学びを体得し、いじめ未然防止や不 

登校児童生徒支援など子ども一人一人の状況に応じた指導改善や､ 

主体的・対話的で深い学びの実現に向けてＩＣＴを利活用した授 

業改善を、全ての教職員が行うことができるようにする｡ 

２  マネジメント力の向上を図る研修 

今日的な教育課題に対する実践的かつ探究的な学びを通して、 

教職員一人一人が主体的に考え、判断し、学校、家庭、地域、関 

係機関など多様な人々と連携・協働しながら、アプローチしてい 

く力を高めることができるようにする。 

３  教職員の学びをサポートする体制づくり 

一人一人のニーズや各学校園の課題に対応できる多様な学びの 

場を確保するなどにより、必要なことや学びたいことを、学びた 

いときに学べる環境づくりや支援を行う。 

★  教職員のコンプライアンス意識を醸成するため、 基本研修から職 

能研修などの節目となる研修において、「公務員倫理」に特化した内 

容の研修を継続的に行う。 



名古屋市教員育成指標（教諭版） 【資料】

基礎を養う 専門性を高める 協働性を高める 様々な役割を果たす
STEP１ STEP２ STEP３ STEP４

基本的な教育公務員としての
専門性や資質・能力を身に付け
ている。

自己のよさや課題を自覚して、教育
公務員としての専門性や資質・能力を
高められるように市教委の研修や校内
研修で学んだことを生かすことができ
る。

自己のよさや課題を自覚して、教育
公務員としての専門性や資質・能力を
高められるように市教委の研修や校内
研修で学んだことを発展・充実するこ
とができる。

自己のよさや課題を自覚して、教育
公務員としての専門性や資質・能力を
高められるように学んだ成果を他の教
職員に広めることができる。

教育公務員としての専門性や資質・
能力を高められるように最先端の教育
施策や理論も取り入れて学び続けるこ
とができる。

法令を遵守し、規範意識を
もっている。

法令を遵守し、規範意識を高めよう
としている。

法令を遵守し、規範意識をもって職
務に専念することを常に意識すること
ができる。

法令を遵守し、規範意識をもって職
務に専念することの重要性を学校全体
に働き掛けることができる。

法令に関する豊富な知識をもち、規
範意識をもった職務遂行等について学
校全体として課題を発見し、改善する
ことができる。

子どもの存在を肯定的に捉え
理解するとともに、教育的愛情
をもっている。

子どもの言動の背景にあるものを理
解しようと努め、教育的愛情に基づい
て子どもの成長を促すことができる。

子どもが自分の力で課題解決できる
ように支えるとともに、教育的愛情に
基づいて子どもの成長を促すことがで
きる。

子どもの内面的な成長や将来の姿に
まで思いを巡らせ、教育的愛情に基づ
いて子どもの成長を促すことができ
る。

子どもの将来を見通し、教育的愛情
に基づいて子どもの成長を促すことが
できる。

社会に出るためのマナーや礼
儀を身に付けている。

社会一般のマナーや礼儀を身に付け
ている。

社会一般のマナーや礼儀について、
常に意識し自ら律することができる。

社会一般のマナーや礼儀について、
常に意識することができるよう、学校
全体に働き掛けることができる。

社会一般のマナーや礼儀について学
校全体として課題を発見し、改善する
ことができる。

人の気持ちをくみ取って意思
疎通を図ることができる。

子どもや保護者の気持ちをくみ取っ
て関わり、共通理解や合意形成を図る
ことができる。

自分の身近な教職員の気持ちもくみ
取って関わり、共通理解や合意形成を
図ることができる。

学校全体の気持ちもくみ取って関わ
り、共通理解や合意形成を図ることが
できる。

地域社会の人々の気持ちもくみ取っ
て関わり、共通理解や合意形成を図る
ことができる。

人権に関する基本的な知識や
人権教育に関する基本的な理
論、偏見・差別を理解し、人権
を尊重する態度を身に付けてい
る。

人権に関する知識や人権教育に関す
る理論、偏見・差別に気付く感覚を身
に付け、適切な指導ができる。

他の教職員と連携・協働を推し進め
ることで、人権に関する教育活動を充
実することができる。

学校全体で人権に関する教育活動を
充実するために、連携・協働すること
ができるよう、学校全体に働き掛ける
ことができる。

地域社会で人権に関する教育活動を
充実するために、連携・協働すること
ができるよう、教育に関わる家庭や地
域社会へも働き掛けることができる。

学校教育目標の実現のため
に、他の教職員と連携・協働す
る重要性を理解している。

学校教育目標を理解し、他の教職員
に「報告・連絡・相談」をしながら、
自己の学級や教科等に関する実践を進
めることができる。

自らの役割を理解し、担当する校務
分掌や学年・学級において、子どもた
ちの実態に合った教育を具体化して、
実践を進めることができる。

他の教職員との連携・協働を推し進
めることで、学校教育目標の実現に向
けて、学校全体で取り組むことができ
る。

学校教育目標の実現や新たな教育課
題の対応に向けて、連携・協働するこ
とができるよう、教育に関わる家庭や
地域社会へも働き掛けることができ
る。

学校における課題を解決する
ために、他の教職員と連携・協
働する重要性を理解している。

学校における課題を、他の教職員に
「報告・連絡・相談」をしながら、解
決することができる。

学校における課題を、他の教職員と
連携・協働を推し進めることで、解決
することができる。

学校における課題を解決するため
に、連携・協働することができるよ
う、学校全体に働き掛けることができ
る。

学校における課題を解決するため
に、連携・協働することができるよ
う、教育に関わる家庭や地域社会、な
ごや子ども応援委員会をはじめとした
関係機関へも働き掛けることができ
る。

危機管理の基本的な視点や知
識について理解している。

危機管理の視点や知識を基に、他の
教職員に相談や報告をしながら、対応
することができる。

未然防止を常に意識しながら、対応
することができる。

事前、発生時及び事後の危機管理に
応じた体制整備に向けて、他の教職員
と連携・協働を推し進めることで、共
通理解することができる。

事前、発生時及び事後の危機管理に
応じた体制整備に向けて、学校全体の
危機管理意識の維持高揚が図れるよ
う、学校全体に働き掛けることができ
る。

授業づくりの基本的な理論や
知識を理解している。

本時の目標を達成する授業づくりに
取り組むことができる。

単元や題材など内容や時間のまとま
りを見通し、「個別最適な学び」と
「協働的な学び」の一体的な充実を意
識した授業づくりに取り組むことがで
きる。

子ども一人一人の実態を踏まえ、学
校や地域の特色を生かし、「個別最適
な学び」と「協働的な学び」の一体的
な充実の実現に向けた授業づくりに取
り組むことができる。

最先端の教育施策や理論も取り入れ
た授業づくりについて学び続けること
ができる。

授業を展開するための基本的
な知識や技能を理解している。

各教科等の専門的知識を基に、本時
の目標を達成する授業を展開すること
ができる。

子ども一人一人の思いや願いを生か
しながら、「個別最適な学び」と「協
働的な学び」の一体的な充実を意識し
た授業を展開することができる。

子ども一人一人の思いや願いをつな
ぎながら、「個別最適な学び」と「協
働的な学び」の一体的な充実の実現に
向けた授業を展開することができる。

最先端の教育施策や理論も取り入れ
た授業の展開について学び続けること
ができる。

各教科等の学習評価に関する
基本的な理論や知識を理解して
いる。

本時の目標に対して、子ども一人一
人を適切に学習評価することができ
る。

単元や題材などの目標に対して、子
ども人一人を適切に学習評価し、学習
や指導の改善に生かすことができる。

子ども一人一人の学習評価を基に、
「個別最適な学び」と「協働的な学
び」の一体的な充実を意識した学習や
指導の改善をすることができる。

最先端の教育施策や理論も取り入れ
た学習評価と、それを基にした学習や
指導の改善について学び続けることが
できる。

子ども理解に関する基本的な
理論や知識を理解している。

子ども理解に関する理論や知識に基
づき、子どもや学級集団の実態を理解
することができる。

子ども理解を深めるために、他の教
職員と連携・協働を推し進めること
で、情報共有をして指導方針の共通理
解を図ることができる。

情報共有をして適切な指導方針の共
通理解を図るために、連携・協働する
ことができるよう、学校全体に働き掛
けることができる。

適切な指導・助言につなげるため
に、連携・協働することができるよ
う、なごや子ども応援委員会をはじめ
とした関係機関へも、働き掛けること
ができる。

集団づくりに関する基本的な
理論や知識を理解している。

教育相談や学校生活アンケート等の
結果を基に、子どもが居心地よく過ご
せる集団づくりに取り組むことができ
る。

教育相談や学校生活アンケート等の
結果を生かし、子どもが安心・安全に
過ごし、多様な人と互いを認め合える
集団づくりに取り組むことができる。

教育相談や学校生活アンケート等の
結果を他の教職員とも共有し、自律し
て学び続けられる集団づくりに取り組
むことができる。

最先端の教育施策や理論も取り入れ
た集団づくりについて学び続けること
ができる。

生徒指導に関する基本的な理
論や知識を理解している。

生徒指導に関する理論や知識を、子
どもの個や集団の実態に当てはめて指
導・支援することができる。

常態的・先行的生徒指導を充実する
ために、他の教員と連携・協働を推し
進めることができる。

即応的・継続的生徒指導を行う体制
づくりのために、連携・協働ができる
よう、学校全体に働き掛けることがで
きる。

なごや子ども応援委員会をはじめと
した関係機関との連携・協働も視野に
入れつつ、生徒指導上の課題を解決す
るために指導・支援することができ
る。

個別の教育支援計画や個別の
指導計画、合理的配慮に関する
基本的な理論や知識を理解して
いる。

子どもの実態を把握し、保護者とと
もに個別の教育支援計画や個別の指導
計画を作成・活用し、相談や報告をし
ながら合理的配慮を踏まえて指導・支
援することができる。

子どもの実態を多面的に把握し、個
別の教育支援計画や個別の指導計画に
基づき、他の教職員との連携を推し進
めることで、合理的配慮を踏まえて指
導・支援することができる。

学習支援委員会等で適切な指導・支
援を計画し、必要に応じて専門家に相
談したり、助言または援助を要請した
りすることができる。

学校全体で校内支援体制を充実する
ために、連携・協働することができる
よう、学校全体に働き掛けることがで
きる。

情報モラル教育に関する基本
的な理論や知識を理解してい
る。

情報モラル教育の理論や知識を、子
どもの個や集団の実態に当てはめて指
導・支援することができる。

適切な指導・支援するために、他の
教員と連携・協働を推し進めること
で、情報モラル教育の共通理解を図る
ことができる。

情報モラル教育の共通理解を図るた
めに、連携・協働ができるよう、学校
全体に働き掛けることができる。

情報モラル教育について充実するた
めに、連携・協働ができるよう、教育
に関わる家庭や地域社会へも働き掛け
ることができる。

ＩＣＴを利活用した学習改善
に関する基本的な知識や技能に
ついて理解している。

ＩＣＴを利活用し、子どもの情報活
用能力を育成するための授業実践に取
り組むことができる。

ＩＣＴを利活用し、「個別最適な学
び」と「協働的な学び」の一体的な充
実を意識した授業実践に取り組むこと
ができる。

「個別最適な学び」と「協働的な学
び」の一体的な充実を意識した授業実
践について、他の教職員と連携・協働
を推し進めることで、ＩＣＴの効果的
な利活用の仕方について共通理解を図
ることができる。

ＩＣＴの効果的な利活用の仕方につ
いて共通理解を図るために、連携・協
働することができるよう、学校全体に
働き掛けることができる。

教育データの利活用に関する
基本的な知識や技能について理
解している。

教育データを指導・支援に取り入れ
ることができる。

きめ細かい指導・支援するために、
他の教員と連携・協働を推し進めるこ
とで、教育データを適切に利活用する
ことができる。

教育データを適切に利活用するため
に、連携・協働することができるよ
う、学校全体に働き掛けることができ
る。

教育データを利活用するための最先
端の知識や技能について学び続けるこ
とができる。

生徒指導
生徒指導上の課題解決について

資質
能力  視点

素
養

責任感・使命感
教育公務員としての

専門性や資質・能力について

社会性
マナーや礼儀について

学校運営への参画
学校教育目標の実現について

人権意識
人権に関する知識や

人権教育に関する理論、
偏見・差別について

コンプライアンス
法令遵守について

教育的愛情
教師として子どもの成長を
願う気持ちについて

コミュニケーション
共通理解や合意形成について

特別な配慮や支援を必要
とする子どもへの対応
個に応じた支援体制について

着任時の姿

全ての子どもが自分らしく、幸せに生きていくために、「子ども中心の学び」を幼児期から青年期まで一貫して大切にしていきます。
全ての教職員が対話を重ねながら、それぞれの学校園や子どもたちの実態に合った教育について考え、実践を進めていきます。

I
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報
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育
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活
用

情報モラル
情報モラル教育について

ＩＣＴの利活用
学習改善について

教育データの利活用
指導・支援について

課題への対応
学校における課題について

危機管理
危機管理の体制整備について

学
習
指
導

授業構想
授業づくりの仕方について

授業展開
授業の展開の仕方について

学習評価と改善
学習評価とそれを基にした

指導改善について

生
徒
指
導

子ども理解
適切な指導・助言について

集団経営
集団づくりの仕方について

STEP


